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1受 注型企画旅行契約

2契 約の申込み

(5)当 社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負う
ことが予測される債務又は義務について、何らの責任を負うものでは
ありません。
(6)当社は、契約責任者が団体ログループに同行しない場合、旅行開
始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責
任者とみなします。
(7)a健康を害している方、b身体に障害のある方、c妊 娠中の方、
d補 助犬使用者の方その他の特別な配慮を必要とする方は、その旨
お申出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客
様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措
置に要する費用はお客様の負担とします。

3契 約締結の拒否
当社は、次に掲げる場合において、契約の締結に応じないことがあり
ます。
(1)当社の業務上の都合があるとき。
(2)お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実
施を妨げるおそれがあるとき。

4契 約の成立時期
(1)契 約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成
立します。
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あります。この場合、契約の成立の時期は、当該特約書面を交付し
たときに成立します。
(3)申 込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が当社に支払う
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当該通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
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記載するところによります。

特定されます。
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8契 約内容の変更
(1)お 客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能
な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更
することがあります。
(2)当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービ
ス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サー

ビスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、
旅行の安全旦つ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様
にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び
当該事由との困果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容
その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。ただし、
緊急の場合において,やむを得ないときは、変更後に説明します。

9旅 行契約の解除
(1)お客様から取消料をいただく場合
① お客様は、企画書面(ご予約確認書・条件書)記載の取消料を支
払つて旅行契約を解除することができます。
② 当社の責任とならない渡航手続き等の事由によるお取消しの場
合も取消料をいただきます。
(2)お客様から取消料をいただかない場合
お客様は次に掲げる場合において、旅行開始前に取消料を支払うこ
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る奄室経寮諸客様に対し、期 日までに確定書面を交付しなかつたと


